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阪奈中央病院の病床数・給付申請予定額・スケジュール

 急性期の許可病床を165床から110床へ、55床削減予定。回復期90床は維持。

 削減する55床のうち、22床分はもともと非稼働病床であったため給付金の対象とならず、33床分に稼働

率60%以上70%未満の単価を乗じた金額が給付申請予定額となる。
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許可病床数
165×病床稼働率
60.6%

=99床

66床

許可病床数
110床

対象3区分の許可病床数
165床

1日平均実働病床数病床稼働率
60.6%

稼働率90%として割り戻し

削減
55床

H30
R3計画（再編後）

 H30病床機能報告時に非稼働であった22床分は給付対象から除外
 稼働率が60.6%であるため、60%以上70%未満の単価
1,596千円が適用される。
【給付申請予定額】

33床×1,596千円＝

52,668千円

今後の予定

12月：県補正予算申請および国交付申請、3月：病床の削減と給付金支給


